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提出された意見の概要とそれに対する市の考え方

案 件 名：あきる野市教育基本計画（第３次計画）

募 集 期 間：令和３年１２月１５日（水）～令和４年１月１４日（金）

意見等提出件数：５６件（提出者６名）

あきる野市教育基本計画（第３次計画）（素案）に対する意見募集にご意見ありがとうございました。

以下のとおり、ご意見の概要と市の考え方について、ご紹介させていただきます。

No 意見の概要 市の考え方

１ 市民意識調査データの

標記について

（Ｐ７）

Ｐ８ページにあるデータには、２，

５００人を無作為に選んだとあるが、

回答数が示されていない等、データと

して信憑性がない。それを基に、市民

のニーズを測るのには無理がある。

データの基本的な部分である回答数

について示すようにお願いする。

市民意識調査につきましては、本文

中にあるように、把握した市民ニーズ

を行政施策に生かすため実施している

ものであり、報告書としてまとめ、公

表しています。データにつきましては、

市総合計画をはじめ、各分野計画の中

でも引用しておりますが、詳細な内容

は報告書に記していることから、各種

計画との整合を考慮し、引用元が分か

る表記に留めております。

２ アンケート形式の市民

市民意識調査について

（Ｐ７）

実際に学校に通う子どもたちにもア

ンケート調査をし、子どもたちのニー

ズを調べると実際に子どもたちが何を

必要としているのかが分かり、役に立

つのではないかと思いました。大人が

上から与える教育よりも、子どもの興

味を引き出し、やる気を出し、まさに

「夢と志を持ち、未知の事態にも対応

できる能力の育成」するためには実際

の当事者の声を聞くことも良いのでは

ないかと思いました。

施策推進に当たってのご意見として

承ります。

３ 人権教育に関する記載

について

（Ｐ８）

人権の尊重に対する市民のニーズが

高いことをＰ８で示してるのに関わら

ず、人権教育について具体的な説明や

方向性がない。どこと協力するのか、

何を充実させた教育を行っていくかを

明記すべきである。

Ｐ１１第６節の「計画の体系」で記

述したとおり、本計画については、分

野ごとの個別計画等を束ねるという観

点でまとめています。

具体的施策や事業、取組については、

分野ごとの個別計画等の中で示されて

いることから、本計画の中では、詳細
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な記述ではなく、方向性として記して

おります。

４ 第４節

計画の基本的な考え方

と位置付けに関して

（Ｐ９)

Ｐ９「ＥＳＤ ｆｏｒ ２０３０は、

全ての教育段階において包摂的かつ公

正な質の高い教育を提供するという従

来の考え方を継承しつつ、ＳＤＧｓの

１７全ての目標実現に向けた教育の役

割、重要性をより強調した内容となっ

ています。本計画においては、これら

の考えを踏まえ、「生きる力」や「未来

を切り開く力」に着目した内容を盛り

込んでいます。」について

この部分に関してですが、学校に通

えていない不登校の児童に関しても同

様な機会が設けられるのでしょうか？

また、この内容とは具体的にどのよう

なものかが記述されるところはありま

すか？具体的にどういう案があるのか

知りたいです。

ＳＤＧｓでは、「質の高い教育をみん

なに」という目標があります。不登校

の児童・生徒も「生きる力」「未来を切

り開く力」を身に付けることは重要と

考えます。

取組目標１基本施策４「社会的自立

に資する能力の育成」や取組目標２基

本施策２「いじめの防止と多様な相談

体制の充実」などで掲げている主な取

組（推進事業）を通し、全ての子ども

たちが、学校や学校以外の居場所等で

学び続けられるよう、関係機関等とも

連携してまいります。

５ 取組目標１について

（Ｐ１６～２０）

「未知の事態にも対応できる能力の

育成」とあるが、そのための施策はど

こに設定されているのか、どうすれば

そのような能力が育成できると考えて

るのかがよくわからない。

本計画では、著しく変化し予測が困

難な時代を生きる子どもたちが様々な

状況に対応できる能力を身に付けられ

るよう、P１８・１９に掲げているよう

に、子どもたちに、確かな学力や豊か

な心、健やかな体、社会的自立に資す

る能力を育成してまいります。

６ 取組目標１

小中一貫教育の研究内

容について

（Ｐ１６）

Ｐ１６で小中一貫教育からＩＣＴ教

育に研究内容を変更したとあるが、Ｐ

１８では小中一貫教育を推進してい

る。ＩＣＴ教育と小中一貫教育の２つ

を研究内容にすることはできないの

か。Ｐ１６の文章に小中一貫教育の研

究を続けることを明記することを願

う。義務教育学校の設立にもつながる

と思うので、

研究校のテーマにつきましては、特

に注力すべき取組を明確化するため

「ＩＣＴ教育」に焦点を当てて取り組

んでいきたいと考えております。

小中一貫教育については、各学校に

根付いてきている状況もありますが、

現在も推進しております。

このことから、今後は、教育委員会

内の会議や情報共有の場などで研究し

ていきたいと考えております。

７ 取組目標１

現状と課題について

Ｐ１７の新しいスタイルの職業とは

何なのか具体性がない。

いただいたご指摘から、「職業につい

ての新しいスタイルでのキャリア教育
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（Ｐ１７） の推進」に表記に変更させていただき

ました。

８ 取組目標１

現状と課題

学校給食について

（Ｐ１７）

地場産物の使用量を増やすのもとて

もありがたいですが、給食の材料に使

う食材の農薬も考慮していただきたい

です。農薬が与える発達障害や健康に

関する影響の研究が既に行われていま

す。今だけでなく、子どもたちの将来

の健康も考えた給食を提供していただ

きたいです。

学校給食の食材は、国産野菜を使用

するとともに、食品衛生法等に基づい

た基準や規格に適合し、市場に流通し

ているものを使用しております。

また、国等の検査により安全性が保

たれているものと認識しております

が、今後も子どもたちの健康を第一に

考え、いただいたご意見につきまして

は、施策の推進にあたっての貴重なご

意見として承ります。

９ 取組目標１

基本施策１

確かな学力の育成につ

いて

（Ｐ１８）

重点施策として「確かな学力の育成」

が書かれているが、「確かな学力」とは

Ｐ１８の「見通しを持って主体的に学

び･･･深める力」と理解すれば良いの

か？わかりにくい。

確かな学力とは、知識や技能に加え、

学ぶ意欲、自分で課題を見付け、自ら

学び、主体的に判断し、行動し、より

よく問題解決する資質や能力等である

と考えております。

10 取組目標１

基本施策１

確かな学力の育成につ

いて

（Ｐ１８）

社会学においては、学歴（学力）、社

会階層、所得に関連性があることを示

しています。あきる野市においては、

他地域に比べて学力が低い状況にあり

ます。これらについては抜本的に改善

する必要があります。より具体的な学

力向上施策や知識の定着に向けた取組

などについて記述する必要があると考

えます。

様々な社会的な背景や家庭環境の中

にある子どもたちの現状を踏まえなが

ら、一人ひとりの子どもに確かな学力

を定着させることを目指しておりま

す。

確かな学力とは、知識や技能に加え、

学ぶ意欲、自分で課題を見つけ、自ら

学び、主体的に判断し、行動し、より

よく問題解決する資質や能力等である

と考えております。そのため、知識や

技能に限らず、見通しをもつ力や主体

性、思考力なども重視して育成を図っ

てまいります。

11 取組目標１

基本施策２

豊かな心の育成につい

て

（Ｐ１８）

「豊かな心の育成」とあるが、一人

ひとりの心を「育成する」という考え

は危ういものがある。近年認められる

ようになってきた「多様性」というの

は、一人ひとりの考え方・感じ方はそ

れぞれであることを意味しているは

ず。だとすれば、学校・教員がイメー

ジする「豊かな心」と子ども自身の内

本計画は、社会が急速に変化し、人

の価値観が多様化している環境の下、

子どもたちの多様性を認め、個々を尊

重するという考えを前提として、取組

目標や基本施策を設定しております。

「豊かな心の育成」は、一人一人の

特性や考え方を踏まえた上で、子ども

たちそれぞれの内面の豊かさを育むこ
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にある「豊かさ」とは必ずしも一致し

ない。そう考えておかないと道徳教育

というものが、かつての「修身」のよ

うな危険なものになってしまう恐れが

ある。

とを目指しております。

12 取組目標１

基本施策２

人権教育の推進につい

て

（Ｐ１８）

人権教育の推進は大切なことで異存

はないが、学校・教員が、子どもたち

の人権を尊重しているか、ぜひ確認し

てほしい。体罰とか、頭髪指導とか、

制服（本当は標準服）とか･･･。

市教育委員会では日頃より、各小中

学校との情報共有を密にするととも

に、生徒への体罰や不適切な指対応が

起きぬよう教員研修等を実施しており

ますが、引き続き、根絶を目指して取

り組んでまいります。また、教職員が

人権尊重の理念を理解し、人権教育を

推進されるよう、『人権教育プログラム

（学校教育編）』（東京都教育委員会）

等を活用した研修なども実施してまい

ります。

13 取組目標１

基本施策２

道徳教育の推進につい

て

（Ｐ１８）

Ｐ１８の道徳教育の推進では、豊か

な心を育み規範意識を高めるとある

が、小学校学習指導要領（道徳編）で

は、それと共に「人としてよりよく生

きる上で大切なものとは何か、自分は

どのように生きるべきかなどについ

て、時には悩み、葛藤しつつ、考えを

深め，自らの生き方を育んでいくこと

が求められる」と記述してある。その

自らどう生きるかを考えるという要素

が素案には欠けている為付け足すよう

にお願いする。

本計画は、全教科等について学習指

導要領に基づいた指導を行うことを前

提として策定しており、ここでは、道

徳教育全般について記述しておりま

す。

14 取組目標１

基本施策２

道徳教育の推進につい

て

（Ｐ１８）

「模範意識を高める」とはどういう

ことかわからない。学習指導要領を無

視することは、市教委としてできない

のだろうが、前述のように、へたに道

徳教育を推進することは危ういという

意識をぜひ持ってほしい。

道徳教育につきましては、法令等に

基づき、適正に道徳教育を推進してま

いります。

なお、「模範意識を高める」は、「規

範意識を高める」に表記を変更しまし

た。
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15 取組目標１

基本施策２

伝統・文化理解教育及

び国際理解教育の推進

について

（Ｐ１８）

外国籍ないし外国にルーツがある子

どもたちもいる中で、「我が国や郷土

の･･･」という表現は疑問

ご指摘から、次のとおり表記を変更

しました。

〈変更前〉

「我が国や郷土の･･･」

〈変更後〉

「日本や郷土の･･･」

併せて、Ｐ１６の現状と課題の表記

につきましても、「我が国や郷土の･･･」

を「日本や郷土の･･･」に変更しました。

16 取組目標１

基本施策３

学校給食について

（Ｐ１９）

学校給食への地場産物の使用量を増

やすとの記述があるが、地場産という

だけでは物足りない。オーガニックや

低農薬という要素を付け加えると若い

子育て世代への訴求力がぐっと高ま

り、あきる野の柱となる魅力にするこ

ともできるのでは。

学校給食につきましては、各学校で

調理する自校方式と本市のようなセン

ター方式がございます。

センター方式では、一度に大量の食

材を仕入れる必要があり、また、食材

の購入費は、児童・生徒の保護者に負

担していただくことになっておりま

す。

これらのことから、いただいたご意

見につきましては、今後の施策の推進

に当たっての貴重なご意見をとして承

ります。

17 取組目標 1 の重点施策

である「確かな学力の

育成」及び取組目標２

「多様な教育ニーズに

対応した教育の提供」

の基本施策について

（Ｐ１６）

（Ｐ２２～２６）

「多様」という枠において、サポー

トが必要な子どもや家庭を支える施策

が充実してきたのは素晴らしい。しか

し同時に公立小学校や公立中学校の取

り組みを見ると、現状、学習指導面で

のクオリティーが低いと言わざるを得

ず（絶対評価による定期テストの平均

点の低さなどにも現れている）、高等教

育を求める成績優秀者や将来のリーダ

ーを育成する環境も不足している。こ

のままでは優秀な人材は良い教育を求

め、あきる野から出て行ってしまうと

大変危惧している。多様な教育という

からには、この両面において環境を整

える必要があると強く感じている。

取組といたしましては、「多様な教育

的ニーズに対応した教育の提供」を行

うとともに、全ての児童・生徒に「確

かな学力の育成」を図ることが重要と

捉えております。

「主体的・対話的で深い学び」の実

現を目指した授業を推進することや、

ＩＣＴ環境の整備、教員補助員等の人

材の配置など、学力向上のための環境

を整え、子どもたちの学力向上を図っ

てまいります。
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18 取組目標１

基本施策２

環境教育の推進につい

て

（Ｐ１９）

環境教育に関しては「ＳＤＧｓ」と

結びつけた形にしてはどうか。

「ＳＤＧｓ」は、環境教育だけではな

く、本計画全体に関わっております。

このことから、あえて、個々の施策

に結びつける形とはしておりません。

19 取組目標１

基本施策３

体力向上の推進につい

て

（Ｐ１９）

体力・運動能力と学力との関連性を

検討した調査研究は活発に行われてい

ます。一部の研究成果では、その関連

性を指摘する報告も確認できます。ま

た、これらは生活習慣とも関連してお

り、小・中学生時代での適切な運動習

慣や生活習慣を習得することは大人に

なった時にも継続されるといわれてい

ます。すなわち、生活習慣病の予防に

も大きな効果があります。体力・運動

能力を向上させる取り組みへの支援は

重要であるとともに、適切な調査研究

を推進することと、有識者からのアド

バイスを得るような設えについて記述

する必要があると考えます。

体力向上を推進するためには、日常

的な運動、栄養面、適切な生活習慣が

重要と考えております。

体力・運動能力調査には、意識調査

もありますので、施策推進委員会など

を通して検証を行っているところで

す。

20 取組目標１

基本施策３

食育の推進について

（Ｐ１９）

あきる野市には田畑に恵まれた環境

です。食育の一環として、自分たちで

農業を営んでいる方から学ぶという機

会を学校の授業で設けてもらえないで

しょうか？自分たちで育てたものが給

食に出てきたら、残すことも少なくな

ります。野菜やお米がどうやってでき

るのか、学校でプランターに植えるだ

けでなく、あきる野市の特性を生かし

て、もっと児童たちに食べ物、それを

育ててくださる人々のありがたさを体

で感じてもらえたら良いと思います。

経験することはとても大きな学びにな

ると思います

学校給食では、一度に大量の食材を

仕入れて調理しており、子どもたち自

らが育てたものを給食の食材として使

用することは難しいと考えておりま

す。

一方、地域の方々のご協力により、

学校の授業や地域活動等において、子

どもたちに水稲や野菜栽培などを体験

してもらう取組も行われております。

これらのことは、子どもたちにとっ

て、地域の食文化への関心と食の大切

さや感謝の気持ちを深めるなど、大き

な学びを得る機会となり、食育の推進

に繋がるものと考えております。。
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21 取組目標１

基本施策３

学校給食の充実につい

て

（Ｐ１９）

食育は大切だし、残食の減量に努め

ることも大事だと思うが、「給食は最後

まで残さず食べなさい」と強制しない

で。

学校給食課では、子どもたちに、残

さず食べることを強制する考え方では

なく、食べられる範囲で様々な料理や

食文化に触れる機会を設けることで、

食育を推進してまいりたいと考えてお

ります。

22 取組目標１

基本施策３

学校給食の充実につい

て

（Ｐ１９）

「衛生管理を徹底し、栄養バランス

を考えた安全・安心なおいしい給食を

提供するとともに、残食の減量に努め

ます。」について

「安全・安心」とは何を意味しますか？

農薬が使われた食材は安全・安心では

ないと思います。

学校給食の食材は、国産野菜を使用

するとともに、食品衛生法等に基づい

た基準や規格に適合し、市場に流通し

ているものを使用しており、国等の検

査により安全性が保たれているものと

認識しております。

また、食中毒等が発生しないよう施

設及び設備に限らず、食材の検収、調

理過程及び調理員等の衛生管理を徹底

し、安心して給食を食べていただくよ

うに努めております。

これらのことから、安全・安心の言

葉を表記しております。

23 取組目標１

基本施策４

社会的自立に資する能

力の育成について

（Ｐ２０）

「社会的自立に資する能力」を育成

するために「コミュニケーション能力

の育成」「キャリア教育の育成の推進」

が挙げられているが、子どもは一人ひ

とり多様な感性・資質を持ち、「発達」

の速度も異なることを前提にして考え

るべき。最近「発達障害」とされる子

どもが増えている（認識されるように

なった）が、他者と関わることは苦手

だけれど、自分をそのまま受け入れて

くれる人の前では素直に自分を表現

し、また、それぞれに得意な分野があ

ったりする例も多い。「発達段階に応じ

て」とあるが、一般の大人の感覚によ

る「発達」の方向に合せるのでなく、

一人ひとりに寄り添った対応をしてほ

しい。

ご指摘いただいたように、コミュニ

ケーション能力の育成につきまして

は、一律の能力を身に付けさせること

を想定するものではなく、個の状況や

思いに応じた自己表現できる力の育成

を目指すものと考えております。
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24 取組目標１

基本施策４

社会的自立に資する能

力の育成について

（Ｐ２０）

コミュニケーション能力と英語力を

結びつけるのは少々無理があるのでは

ないか。英語を理解し話せることがで

きれば、それはそれで良いが、その前

に、相手の言うことをきちんとわかろ

うとし、自分の考えを相手に伝わるよ

うに（日本語で）話そうとする態度の

方が大事だと思う。

英語の教科の目標としましては、小

学校では、コミュニケーションを図る

基礎となる資質・能力の育成、中学校

では、コミュニケーションを図る資

質・能力の育成となっております。

基本施策４にあるコミュニケーショ

ン能力は、社会的自立のために重要な

能力ですので、様々な場面での育成を

図ってまいります。

25 取組目標１

基本施策４

コミュニケーション能

力の育成について

（Ｐ２０）

「子どもたちに英語力を身に付けさ

せ、積極的にコミュニケーションを図

ろうとする 意識や意欲を養います。」

について

現在の授業ではこの点は達成してい

るようには見受けられませんが、どの

ように取り組むのですか？「子どもた

ちに英語力を身に付けさせ」とは子ど

もを取り巻く周りの大人や指導者もそ

の力を身につけてこそ、子どもたちが

学べることだと思います。まずは大人

の見本が必要だと思います。

英語の教科の目標としましては、

小学校では、コミュニケーションを図

る基礎となる資質・能力の育成、中学

校では、コミュニケーションを図る資

質・能力の育成となっております。

基本施策４にあるコミュニケーション

能力は、社会的自立のために重要な能

力ですので、様々な場面での育成を図

ってまいります。

26 取組目標１

基本施策４

コミュニケーション能

力の育成について

（Ｐ２０）

「国際的な視野を持つ市民を育成す

るため、国際姉妹都市米国マサチュー

セッツ州マールボロウ市と連携を図り

ながら、交流の在り方や手法について

協議し、教育交流事業を継続していき

ます。」について

国際的な視野を持つには、アメリカ

ばかりを見ていても仕方がありませ

ん。国際姉妹都市以外にも、他国、他

文化との交流をアメリカに限らず行っ

て欲しいと思います。

本市と米国マールボロウ市は、平成

１０年に国際姉妹都市を提携いたしま

した。こうしたつながりにより、本市

から中学生を派遣するとともに、マー

ルボロウ市の生徒を受け入れ、相互交

流を行っております。

計画では、マールボロウとの教育交

流事業を契機として、国際的視野を持

つ人材の育成を図るものとしておりま

すが、ご意見のとおり、他国、他文化

から得られるものでもありますので、

視野を広げ、人材育成に努めてまいり

たいと考えています。

27 取組目標１

基本施策４

コミュニケーション能

力の育成について

子ども達に英語力を身に付けさせ、

積極的にコミュニケーションを図ろう

とする意欲・態度を育むとあるが具体

的には何をするかを明記することを望

本計画の目標には、子どもたちの伸

ばしたい力の方向性を示しておりま

す。

具体的な外国語活動の取組につきま
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（Ｐ２０） む。今まで通りの教育を行っても、子

どもの英語力は伸びず、コミュニケー

ションを図ろうとする態度が育まれな

いことは明白である。

しては、各学校の教育課程の中で、段

階ごとにコミュニケーション能力の育

成について示してまいります。

28 取組目標１

施策の目標

学校給食における、地

場産物使用量の割合

について

（Ｐ２１）

ここでは、基本施策における「３健

やかな体の育成」を目指し、学校給食

における食材の地場産物の使用量を増

やすことが設定されていると思われま

すが、この給食に地場産物を使用する

ことについては、あきる野市教育大綱

の基本方針３である“地域を誇りに思

う教育”にもつながると考えられます。

さらに、同じく教育大綱の基本方針２

に関係する食の安全・安心にもつなが

りますし、基本方針１に関連づければ、

地域の農家を育てるという意味でひと

を育てるという大変たくさんの価値を

含む取り組みになるのではないかと考

えられます。ぜひ、簡単な扱いではな

く、もう少し力を入れた取り組みを期

待します。

地場産物は、天候等により収穫が左

右されるなど、使用割合が変動するこ

ともありますが、ご指摘のとおり、地

場産物を給食の食材に用いることは、

学校給食のみではなく、様々な相乗効

果が考えられます。

このことから、ＪＡあきがわや生産

者との連携を深めるとともに、食育の

推進に取り組んでまいります。

29 取組目標２

現状と課題について

（Ｐ２２）

Ｐ２２情緒障害等固定学級へのニー

ズが高まっている現状だけ伝えて、何

の方針も定めていない。情緒障害を持

つ児童に対しての支援を充実させてい

こうとする市の姿勢が見えない。通級

ではどのような取り組みをしていくか

など方針を決め施策を実施していくの

が行政ではないでしょうか。現状を踏

まえ、どうしていくかの視点に欠けて

いるので、どうしていくかについて明

確な文章にすることを望みます。

Ｐ２２は現状と課題を示しており、

方針等については、Ｐ２４の基本施策

１「特別支援教育の推進」に記載して

おります。

また、特別支援につきましては、重

点施策でありますので、「あきる野市特

別支援教育推進計画第三次計画」の中

で、具体的な施策を示しております。

30 取組目標２について

（Ｐ２２～２７）

正直に言って、これはとても難しい

ことだと思う。これを進めるためには

「２０人学級」とか「教員の大幅増」「授

業時数の削減」などを実現する必要が

あり、一自治体の裁量ではできないこ

とが多いのではないか。その中で、で

ご指摘のとおり、一自治体の裁量で

は困難なことが多くありますが、現行

の教員定数や学級の児童・生徒の人数、

学習指導要領の標準時数の中で、基本

施策に掲げた施策を通して、多様な教

育的ニーズに対応してまいります。
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きることから少しでもと考えるしかな

いのかもしれない。

31 取組目標２について

（Ｐ２２～２７）

「特別な支援を必要とする児童・生

徒に限らず、全ての児童・生徒の多様

な教育的ニーズに対応できる学校教育

を目指すとともに、子どもたちを取り

巻く教育環境の整備に努めます。」

について

是非とも特別な支援を必要とする児

童・生徒も、そうでない児童・生徒も、

多様化が進む世界で住み暮らし生きて

いくためには、一緒に学ぶ環境が必要

だと思います。そのような環境は用意

されるのでしょうか？

特別支援が必要だと、分けるのでは

なく、インクルーシブな形での教育が

今後みんなのために有意義だと思いま

す。

特別な支援を必要とする児童・生徒

に限らず、全ての児童には個性があり、

その個性が尊重されるべきだと思いま

す。現在は、１クラスの生徒の数が多

く、教員１人では対応しきれないよう

に思います。生徒数が多いと、どれだ

け先生が努力なされても一人一人のニ

ーズには答えられないと思います。Ｐ

１２「人が育ち人が輝くあきる野の教

育」を実現するためにも、地域の人々

が学校に関与するなど、先生たちの負

担を減らし、一人一人の子どもたちが

本来の輝きを発揮できるような教育現

場になると素晴らしいと思います。

そうでないと、Ｐ１８の「夢と志を

持ち、未知の事態にも対応できる能力

の育成」、「豊かな心の育成」は達成が

難しいのではないでしょうか？

全ての子どもたちには、それぞれの

個性があり、その特性に応じた支援を

充実させるとともに、相互に理解し認

め合い、思いやりのある行動をとるこ

とができる子どもの育成を目指してま

いります。

そのためには、特別支援教育の充実、

教育相談体制の充実、人材の確保・活

用、教職員研修等の充実などの施策を

更に充実させ、「確かな学力」「豊かな

心」「健やかな体」の育成を推進してま

いります。
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32 取組目標２

現状と課題について

（Ｐ２３）

「副校長補佐やスクールサポートス

タッフなどを配置し、教員の事務的な

職務に関する負担軽減を図りました。

教員の働き方改革に関する意識は高ま

っていますが、超過勤務時間は依然と

して多く、特に若手教員の残業が多い

状況となっています。令和３年度(２０

２１ 年度)に導入した校務支援システ

ムを活用し、今後、校務軽減につなげ

ていく必要があります。」について

是非とも先生方が働きやすいように

改善していただけたら嬉しいです。

教員の業務の負担軽減につきまして

は、教育委員会と学校とが連携し、働

き方改革の推進に努めてまいります。

33 取組目標２

基本施策１

特別支援教育の推進に

ついて

（Ｐ２４）

「特別支援教育」をどう考えるかは

大事なことで、「子どもたちは多様性の

中で共生（共育）していく」ととらえ

てほしい。いわゆる「障がい」児も含

め、さまざまな子どもたちが同じ空間

で過ごすことで、社会にはいろいろな

特性を持った人がいるということを、

理屈でなく、肌感覚として自然に認識

していく。ＬＧＢＴＱの人たちについ

ても、最近やっと理解が広がってきた

が、小さい頃から多様な人たちと一緒

に暮らせる社会にしたいもの。

全ての子どもたちには、それぞれの

個性があります。その特性に応じた支

援を充実させるとともに、相互に理解

し認め合い、思いやりのある行動をと

ることができる子どもの育成を目指し

てまいります。

34 取組目標２

基本施策２

いじめ防止対策の推進

について

（Ｐ２４）

いじめ未然防止はどうやって行くの

か、下位計画があるならそれについて

も明記すべき。大変わかりにくい。

いじめの未然防止につきましては、

あきる野市いじめ防止基本方針を踏ま

え、「いじめについて考える日」や「い

じめに関する授業」の取組を通し、い

じめを許さない態度・能力を育成して

まいります。

35 取組目標２

基本施策２

いじめ防止対策の推進

について

（Ｐ２４）

「いじめゼロ」を目指しつつ、しか

し、大人が公然と差別やヘイトを行う

社会で、それはとても難しいことと思

う。でも、逆に純粋な子どもたちから

社会を変えていくくらいの気持ちで、

ぜひ「いじめ防止対策の推進」に力を

注いでほしい。そのためには、「いじめ」

がなぜ起こってしまうのか、子どもと

あきる野市いじめ防止基本方針で

は、学校や保護者、地域住民、関係機

関がともにいじめの問題解決にあたっ

ていくことを示しております。教員や

保護者に限らず、いじめ等で悩みや不

安を抱えている子どもが相談できる体

制を充実させてまいります。



12

教職員・保護者が信頼関係を築き、悩

みごと、困りごとを相談できる体制・

場所をつくってほしい。

36 取組目標２

基本施策２

いじめの防止と多様な

相談体制の充実につい

て

（Ｐ２４～２５）

「いじめ」の中に、最近はＳＮＳを

通じたものも多くなっているとのこ

と。人権教育とからめながら「ＩＣＴ

教育」を考えてほしい。

ご指摘のとおり、ＳＮＳなどを利用

したいじめも危惧される状況がありま

すので、ＳＮＳのルールに基づき、こ

れまで以上に情報モラル教育も行って

まいります。

37 取組目標２

基本施策２

いじめ防止対策と多様

な相談体制の充実につ

いて

（Ｐ２４～２５）

いじめの防止とは、どう進めるので

すか？いじめる子にも何か理由がある

と思うので、その原因なども解決して

いけるようになるのでしょうか？大人

の目には見えないいじめなどは、どの

ように対処するのでしょうか？

いじめの防止につきましては、あき

る野市いじめ防止基本方針に基づき、

「未然防止」「早期発見」「早期対応」「重

大事態への対応」の４つの段階に応じ

て対策を講じてまいります。

その際、軽微な案件もいじめと捉え

て対応し、定期的なアンケートの実施

や相談体制の整備により、いじめの早

期発見に努めてまいります。
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38 取組目標２

基本施策２

いじめの防止と多様な

相談体制の充実につい

て

（Ｐ２４～２５）

不登校の子どもが増えているのは全

国的なことで、日本の教育制度そのも

のの歪みがそこに現れていると思うの

だが、市としても、ぜひ原因を探りな

がら対応を考えてほしい。その中で、

「社会的自立や学校復帰を目指し」と

あるのは疑問。文科省がまるで思いつ

きのように、次々と新しい「学習」内

容を押しつけ、改変し（小学生に英語

とかＧＩＧＡスクールだとか）、授業時

数も増やされて、ついていけなかった

り、くたびれ果てたり、疑問を感じた

りする子どもたちが、「不登校」という

形で異議申し立てしているのではない

か。まずは、不登校の子たちが何をど

う感じているのか、心を開いてちゃん

と話せる環境が必要だと思うし、「いじ

め」と関連する場合や、教員・保護者

との関係に問題があるかもしれないと

考え、「教育支援センター機能の充実」

はぜひお願いしたい。

これまでの不登校の対応は、学校復

帰を目標としておりましたが、社会的

自立も目標とし、個に応じた支援を行

っていくことが必要であることから、

本市においても、教育支援センター機

能の充実を図ってまいります。

39 取組目標２

基本施策２

いじめの防止と多様な

相談体制の充実につい

て

（Ｐ２４～２５）

「学ぶって楽しいことなんだ」と子

どもたちが感じられるような学校にな

れば、問題の解決に近づけるのではな

いかということです。そのための環境

整備をお願いします。また、コロナ禍

で困窮する家庭の子に対する支援やヤ

ングケアラーとされる子どもたちにつ

いてはどうなのか知りたいと思いま

す。

不登校の児童・生徒につきましては、

その状況を把握に努め、関係機関と連

携した支援を行ってまいります。

また、子どもの貧困の問題やヤング

ケアラーなどにつきましても、担当部

署や関係機関と連携して支援を行って

まいります。

40 取組目標２

基本施策２

いじめの防止と多様な

相談体制の充実につい

て

（Ｐ２４～２５）

現状としては不登校の児童たちが通

える場所がないようです。あっても機

能していないように見受けます。学校

に行けない子どもたちの居場所になる

ところが必要だと思います。

不登校の児童・生徒につきましては、

その状況に応じて、教育支援室や民間

施設など、多様な教育機会を確保する

ことが大切であると捉えております。
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41 取組目標２

基本施策２

いじめの防止と多様な

相談体制の充実につい

て

（Ｐ２４～２５）

教育支援センターの具体的な方針が

分からない。適応指導教室の頃と支援

体制は同じなのではないか。教育機会

確保法がなんのためにあるのか。個々

に応じた必要な支援を受けること、学

校が不登校児に対して安心して学校に

通えるようにするために、教育支援セ

ンターは何をしていくかについて明記

することを願いたい。

ご指摘いただきましたとおり、わか

りにくい表現となっておりましたの

で、「教育支援センター機能の充実」と

いう表記から、「不登校児童・生徒への

対応の充実」に変更しました。

42 取組目標２

基本施策３

働き方改革の推進につ

いて

（Ｐ２５）

「働き方改革」で、教員の負担軽減

を図ること期待します。疲れた教員、

余裕のない教員が、子どもたちとゆっ

たりつき合えるはずもないし、そんな

中で信頼関係をつくるのも大変だと思

うので。そのためには、現場の教員が、

何をどうしてほしいと思っているの

か、ちゃんと「聞く力」を発揮してほ

しいものです。

教員の負担軽減につきましては、学

校の状況を把握した上で、教員の事務

的な作業の軽減や、人的配置、ＩＣＴ

の活用、教員の意識改革などを通して、

働き方改革を推進してまいります。

43 取組目標２

基本施策３

教職員のメンタルヘル

スについて

（Ｐ２５）

メンタルヘルスの問題も、とにかく

多忙から解放することが大事だし、問

題を一人で抱え込まず、同僚と気楽に

会話・相談できる環境づくりが必要だ

と思う。

教職員のメンタルヘルスにつきまし

ては、働き方改革や相談できる体制を

構築することが必要であると考えま

す。このことからも、教職員の心身の

健康保持を意識した環境づくりに努め

てまいります。

44 取組目標２

基本施策４

研究奨励等の充実につ

いて

（Ｐ２５）

中教審答申「令和の日本型教育」や

ＧＩＧＡスクール構想で、ＩＣＴを投

入する大きな理由は、個別最適化な学

びを実現させる為というものがある。

素案にはその要素が一切含まれておら

ず、ＩＣＴを活用する教育へ取り組ん

でいく姿勢が見えない。個別最適な学

びという単語をＩＣＴの活用の部分に

入れることを願う。研究奨励校だけで

個別最適なＩＣＴを利用をしていくの

はおかしい。

「ＩＣＴの活用や個別最適な学び、協

働的な学び等の教育課題に対応するた

め、研究奨励校を指定し、あきる野市

の教育活動を推進します。」の内容につ

きましては、研究奨励校を中心に、他

校も含めて、あきる野市の教育活動全

体で個別最適な学び、協働的な学びを

推進していくための手法であると考え

ております。
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45 取組目標２

施策の目標

いじめについてのアン

ケートの割合の目標に

ついて

（Ｐ２７）

大変心苦しいのですが、この場面で

目標として１００％を目指すというの

は大変恐ろしい考え方だと感じてしま

います。他の答えは許さない。全員が

右向け右という社会は、健全ではあり

ません。もちろん、いじめはいけない

ことということに異論はありません

が、全員が全員そう答えなければなら

ないことを目指すことは、非常に危う

いことではないでしょうか。子どもは、

そして時に大人も、迷い間違えながら

成長するものです。違いも抱えながら

お互いに助け合って生きるしかないの

です。私とあなたは同じであり違う。

そういう姿勢が大切なのだと私は思い

ます。

あきる野市いじめ防止基本方針で

は、学校におけるいじめの防止等に関

する取組の中で、未然防止のために、

「いじめは人権侵害であり絶対に許さ

れない」という雰囲気を醸成すること

や、いじめを許さない態度・能力の育

成を掲げております。

いじめの未然防止の指導を通して、

いじめをなくすこと、解消することを

目標とし、子どもたちに「いじめはど

んな理由があってもいけないことだと

思う」という気持ちを育んでいくこと

を目指しております。

46 取組目標３

基本施策２

誰もが楽しむスポー

ツの推進について

（Ｐ３１）

スポーツを楽しむなどの項目が３

０ページからの「計画の基本施策と

方針」に含まれていますが、あきる

野市という山や川など豊かな自然の

ある環境を生かし、子どもたちがの

びのびと遊べる公園が欲しいです。

最近では禁止事項ばかりの公園が

多く、何をして遊べば良いのか分か

りません。

基本施策２「誰もが楽しむスポーツ

の推進」につきましては、「市の特性

を生かしたスポーツの推進」を掲げ、

地域の豊かな自然環境を生かしたウ

ォーキングなどのスポーツ活動を推

進してまいります。

なお、公園につきましては、都市整

備部門において「あきる野市都市計画

マスタープラン」に、公園緑地整備の

基本方針を定め、都立小峰公園は自然

公園施設として開設されております。

また、その他公園施設の配置につき

ましては、当該計画の中で検討する事

項となっております。
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47 取組目標３

基本施策２

市の特性を生かした

スポーツの推進につ

いて

（Ｐ３１）

地域特性を生かした観光の振興に

もつながるが、あきる野市最大の魅

力は渓谷を中心とした川遊びだと思

う。美しい川での川遊びは、都心か

らの観光客に魅力的であるだけでな

く、地域住民にとっても非常に大切

な資産だ。兼ねてから思っていたが、

海にはライフガードがいるが、川に

はいない。そこで、シルバーセンタ

ーなどを活用して、河原にもスタッ

フを配置してはどうか。溺れた人を

救うためではなく、バーベキューな

どのゴミを残さない、酔っ払ったら

川へ入らない、地域住民から文句が

出るような迷惑行為には注意をする

など、ごく基本的なルールだけをア

ドバイスして、これからも持続可能

な川遊びを守っていけるよう工夫し

てほしい。あきる野っこは、川で育

つ。川に行くと、老若男女の住民が

いる。川で泳ぐのも立派なスポーツ

の一環として、市が管理に関わるこ

とも重要だと思う。

ご提案いただいた事業につきまし

ては、市の特性である河川を活用した

取組の一例として、今後、調査研究を

させていただきます。
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48 取組目標３

基本施策３

施設の適正な管理に

ついて

（Ｐ３１）

「スポーツ施設の改修等を行い、

安心してスポーツに親しむ環境を整

備するとともに、スポーツ活動を楽

しめる場の充実・確保を図る」とあ

るが、現状、ファインプラザのバス

ケットボールのゴールは壊れたまま

半年以上が経っているが、予算の都

合上、修理の目処は立っていないと

窓口で聞いている。また、五日市小

学校のバスケットゴールも老朽化で

壊れ、近づけない状況となっており

危険な状態が続いている。重点施策

となっている「誰もが楽しむスポー

ツの推進」を支える重要な部分だと

思うので、今後はしっかり予算を確

保して約束通り環境の整備をお願い

したい。

スポーツ施設をはじめ社会教育の

拠点施設を適切に維持管理し、市民の

学習環境の提供やスポーツ活動を楽

しめる場の充実等に努める必要があ

ることから、「基本施策２誰もが楽し

むスポーツの推進」などの各分野の施

策に加え、「基本施策３社会教育の拠

点施設の適正な管理」を施策の一つと

して掲げております。

なお、五日市ファインプラザのバス

ケットゴールにつきましては、業者等

と改修方法を模索してまいりました

が、昨年１２月に改修方法の決定とと

もに予算措置ができましたので、５月

下旬を目途に工事を行う予定となっ

ております。

また、五日市小学校校庭のバスケッ

トゴールにつきましては、学校教育施

設であることから、学校教育において

改修の必要性を判断することとなり

ます。地域の方々のスポーツ推進のた

めの学校開放事業につきましては、学

校教育に支障のない範囲で開放する

事業でありますので、ご理解いただき

ますようお願いいたします。

49 取組目標４

現状と課題について

（Ｐ３５）

「児童・生徒の安全・安心対策と

して、学期ごと各小・中学校が行う

通学路の安全点検の報告書に基づ

き、市関係部署や警察等関係機関と

協議し、必要な対応を行っています

が、更なる横断的な取組が必要です」

について

私たちの住む地区の通学路は狭

く、カーブが多いのですが、スピー

ドを出す車が多いです。警察にも相

談し、自治会にも相談しましたが、

全く改善されません。他の地区に住

む保護者からも同様の意見が出てい

現在、通学路の安全対策につきまし

ては、市関係部署や警察等関係機関と

連携した合同安全点検を実施し、対策

が必要と思われる場所の改善に努め

ております。

また、通学路の児童の登下校時に

は、交通量の多い主要な交差点等に交

通安全推進員を配置するとともに、地

域や学校安全ボランティの方々によ

る見守り活動、スクールガードリーダ

ーによる通学路の巡回など、安全対策

にご協力をいただいております。

さらに、昨年は、他県において通学



18

ます。事故が起きてからでは悲しす

ぎますし、絶対にそうなっては欲し

くないです。通学路の安全性を是非

とも見直してください。昨年も他県

で通学中の児童が亡くなる事故が起

きました。そう言ったことが繰り返

されないように、どうぞ安全対策を

取っていただきたく思います。

中の児童の痛ましい事故が発生した

ことを受け、関係機関との連携の下、

緊急合同点検を実施し、通学路のスピ

ードを抑制するための整備や注意喚

起を促すための看板を新たに設置す

るなどの対策を行いました。

引き続き、地域や学校安全ボランテ

ィアなどによる通学路の見守り活動

や道路管理者、警察などとの連携によ

る安全対策に努めてまいります。

50 取組目標４

基本施策２

通学路の見守り・安全

点検について

（Ｐ３７）

現在も見守りの方々が毎日安全を

見守ってくださっていて、とても感

謝しています。前述の通り、細い道、

人通りの少ない道が通学路の児童に

対する安全対策がないものか、考え

てしまいます。

登下校時の安全確保につきまして

は、引き続き、危険箇所を減らすため、

地域や学校安全ボランティアの方々

などによる通学路の見守り活動や市

関係部署や警察等関係機関との連携

による安全対策に努めてまいります。

51 取組目標４

基本施策４

地域との連携による

学校運営の支援につ

いて

（Ｐ３７）

現在、二つの取り組みを合わせた

地域学校協働活動が国により推進さ

れていますが、あきる野市はまだ取

り組まないということなのでしょう

か。私も勉強不足のため、よくわか

っていない部分もあります。ご説明

いただけると幸いです。

平成１８年に改正された教育基本

法に、学校、家庭、地域の連携協力に

関する規定が盛り込まれ、学校支援地

域本部は、これを具現化する取組の柱

として位置づけられております。

本市では、平成２０年度に、一の谷

小学校へ学校支援地域本部を設置し

たのを契機に、順次開設を進め、現在

は小学校全校で取組を行っています。

コミュニティスクールについては、

現時点では導入しておりませんが、今

後、本市におきましても、組織づくり

の考え方を整理し、導入に向けて取り

組んでまいります。

52 取組目標４

基本施策４

学校支援地域本部事

業の推進について

（Ｐ３７）

毎年学校評価の調査票が配布され

ますが、学校に行く機会もほとんど

なく、評価もできない状態です。も

っと地域の学校、地域の人たちが参

加できる学校になれば、多世代の交

流にもつながりますし、保護者も学

校の様子が分かり、必要なお手伝い

もできるようになるので、是非地域

市におきましては、地域全体で子ど

も達の学びや成長を支える活動とし

て、市内公立小学校全校で、学校支援

地域本部事業を実施しております。

学校支援地域本部では、地域の方に

ご協力いただき、下校時の見守りや郷

土学習など、学校のニーズや地域の実

情に応じた学校教育支援を行ってお
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全体で学校教育を応援できるように

して欲しいです。また、学校以外に

も地域の多世代が交流できる場所が

あると良いと思います。あきる野市

も、私の住む五日市地区のことしか

わからないのですが、公民館もなく、

学校の校庭、または児童館しか放課

後や週末、長期休みに遊ぶ場所があ

りません。五日市小学校の児童館は

学童と同じ建物にあるので、学童の

イメージが強く、子どもたちが積極

的に利用したい場所ではないようで

す。

ります。このような取組について、よ

り地域の方々にご理解・ご支援いただ

けるよう、情報発信に努めてまいりま

す。

放課後、子どもたちが安全・安心に

過ごせる場所として、五日市小学校に

おいても「放課後子ども教室」を実施

しております。

また、五日市ファインプラザ等のス

ポーツ施設につきましても、子どもを

含めた個人利用を推進しており、多く

の方にスポーツに親しんでいただい

ております。

引き続き、関係部署とも連携しなが

ら、子どもたちの放課後の居場所づく

りに取り組んでまいります。

53 取組目標４

基本施策４

コミュニティ・スクー

ルの充実について

（Ｐ３７）

コミュニティ・スクールを６年後

には全校に設置するという大きな目

標があるのにも関わらず、コミュニ

ティ・スクールへの施策の文章が薄

い。誰と検討していくのか、教育委

員、地域住民、近隣園の園長などそ

れくらい書いてもいいのではない

か。

コミュニティ・スクールの導入に当

たりましては、今後、運営の在り方な

ど協議するための組織体制なども含

めまして、検討してまいりたいと考え

ております。

54 取組目標４

基本施策４

コミュニティ・スクー

ルの充実について

（Ｐ３７）

コミュニティ・スクール導入につ

いて、今後６年で０校から１６校と

意欲的な数字が示されているが、具

体的なプロセスについてほとんど言

及がない。素晴らしい構想なのでぜ

ひ具体性をもって進めてほしい。

ご指摘いただきました具体的なプ

ロセスなども含めまして、今後検討を

行い、コミュニティ・スクールの導入

に向けた取組を進めていきたいと考

えております。

55 資料編

策定検討委員会委員

について

（Ｐ４４）

気になったのが、計画の「策定検

討委員会」の中に女性が一人しか入

っていないこと。「男女共同参画」と

か、「ＳＤＧｓ」を掲げる中で、計画

策定の主体がこれでいいのだろう

か。「設置要領」の第３条は見直すべ

きだ。「肩書」で委員を出してくると

こういうことになる。ぜひ、市教委

本基本計画の策定に当たりまして

は、女性を含めた各所管の課長で構成

する検討部会を設置し、それぞれの計

画等の整合性や課題・取組、幼稚園・

保育園と学校の連携の必要性などを

踏まえて素案を作り、策定検討委員会

での協議・検討を行ってまいりまし

た。また、教育委員からも意見等をい
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が先頭に立って共同参画、ＳＤＧｓ

を推進してください。

ただいておりますますが、教育委員の

方々は、幼稚園関係者や学校関係者、

学校とは違った立場で子どもに携わ

っている方、障がい者福祉や特別支援

に関する経験や考えが豊富な方もお

り、女性も含まれております。

策定検討委員の構成につきまして

は、様々な考え方がございますが、多

くの視点からの意見等を反映させな

がら作成していく必要があると認識

しておりますので、第４次計画策定の

際の委員構成につきましては、今後、

改めて検討させていただきたいと考

えております。

56 学校部活動について 学校部活動に関する国の議論は活

発しております。学校部活動は青少

年の健全育成にも大きく寄与します

ので、学校部活動改革に関する政策

や取り組みについて記述することが

必要であると考えます。

部活動の在り方につきましては、国

や東京都がモデル事業を行っており

ますので、それらの成果を参考に今

後、あきる野市の状況に合った部活動

の在り方を検討してまいります。


